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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脱色剤である第１剤と、酸化剤である第２剤とを備え、使用時に前記第１剤及び前記第
２剤が混合される脱色用品であって、
　前記第１剤は、
　非イオン界面活性剤であるＡ成分と、
　非イオン界面活性剤であるＢ成分と、
　高級アルコールであるＣ成分と、
　アルカリ剤であるＤ成分と、
　を含有し、
　前記Ａ成分は、Ｇｒｉｆｆｉｎの式から算出されるＨＬＢが、３以上９以下の範囲にあ
り、かつ炭素数１２～２２の直鎖または分岐状のアルキル鎖を有するポリオキシエチレン
アルキルエーテルであり、
　前記Ｂ成分は、Ｇｒｉｆｆｉｎの式から算出されるＨＬＢが、９より大きい範囲にあり
、かつ炭素数１２～２２のアルキル鎖を有するポリオキシエチレンアルキルエーテルであ
り、
　前記Ａ成分の配合量に対する前記Ｂ成分の配合量の比率が、０．０５～０．５の範囲に
あり、
　前記Ａ成分の配合量と前記Ｂ成分の配合量との合計が、前記第１剤全体に対して、１～
１２重量％の範囲にあり、
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　剤型が、クリーム状、液状、又はジェリー状とされ、
　前記第２剤は、
　前記酸化剤である過酸化水素を含有することを特徴とする脱色用品。
【請求項２】
　さらに、過硫酸塩を含有する第３剤を備え、使用時に、前記第１剤、前記第２剤、及び
前記第３剤が混合されることを特徴とする請求項１に記載の脱色用品。
【請求項３】
　前記Ｃ成分として、炭素数１２～１６の高級アルコールであるＣ１成分と、炭素数１７
～２２の高級アルコールであるＣ２成分とを含有し、前記Ｃ１成分の配合量に対する前記
Ｃ２成分の配合量の比率が、０．５～５の範囲にあることを特徴とする請求項１又は請求
項２に記載の脱色用品。
【請求項４】
　前記Ａ成分は、炭素数１６～２２の直鎖のアルキル鎖を有するポリオキシエチレンアル
キルエーテルであり、
　前記Ｂ成分は、炭素数１６～２２のアルキル鎖を有するポリオキシエチレンアルキルエ
ーテルであることを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか一項に記載の脱色用品。
【請求項５】
　染毛剤である第１剤と、酸化剤である第２剤とを備え、使用時に前記第１剤及び前記第
２剤が混合される染毛用品であって、
　前記第１剤は、
　染料と、
　非イオン界面活性剤であるＡ成分と、
　非イオン界面活性剤であるＢ成分と、
　高級アルコールであるＣ成分と、
　アルカリ剤であるＤ成分と、
　を含有し、
　前記Ａ成分は、Ｇｒｉｆｆｉｎの式から算出されるＨＬＢが、３以上９以下の範囲にあ
り、かつ炭素数１２～２２の直鎖または分岐状のアルキル鎖を有するポリオキシエチレン
アルキルエーテルであり、
　前記Ｂ成分は、Ｇｒｉｆｆｉｎの式から算出されるＨＬＢが、９より大きい範囲にあり
、かつ炭素数１２～２２のアルキル鎖を有するポリオキシエチレンアルキルエーテルであ
り、
　前記Ａ成分の配合量に対する前記Ｂ成分の配合量の比率が、０．０５～０．５の範囲に
あり、
　前記Ａ成分の配合量と前記Ｂ成分の配合量との合計が、前記第１剤全体に対して、１～
１２重量％の範囲にあり、
　剤型が、クリーム状、液状、又はジェリー状とされ、
　前記第２剤は、
　前記酸化剤である過酸化水素を含有することを特徴とする染毛用品。
【請求項６】
　さらに、過硫酸塩を含有する第３剤を備え、使用時に、前記第１剤、前記第２剤、及び
前記第３剤が混合されることを特徴とする請求項５に記載の染毛用品。
【請求項７】
　前記Ｃ成分として、炭素数１２～１６の高級アルコールであるＣ１成分と、炭素数１７
～２２の高級アルコールであるＣ２成分とを含有し、前記Ｃ１成分の配合量に対する前記
Ｃ２成分の配合量の比率が、０．５～５の範囲にあることを特徴とする請求項５又は請求
項６に記載の染毛用品。
【請求項８】
　前記Ａ成分は、炭素数１６～２２の直鎖のアルキル鎖を有するポリオキシエチレンアル
キルエーテルであり、
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　前記Ｂ成分は、炭素数１６～２２のアルキル鎖を有するポリオキシエチレンアルキルエ
ーテルであることを特徴とする請求項５～請求項７のいずれか一項に記載の染毛用品。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、脱色力や染毛力に優れ、良好な感触が得られる脱色用品、及び染毛用品に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来より、脱色用品としては、アルカリ剤を含有する第１剤（脱色剤）と、酸化剤を含
有する第２剤とからなり、使用時には、それら第１剤と第２剤とを混合して毛髪に塗布す
る２剤型の脱色用品が広く用いられてきた。
【０００３】
　この脱色用品は、アルカリ剤によって酸化剤からの酸素の発生を促進し、その酸素によ
って毛髪のメラニン色素を分解し、脱色を行うものである。
　また、染毛用品としては、酸化染料中間体及びアルカリ剤を含有する第１剤（染毛剤）
と、酸化剤を含有する第２剤とからなり、使用時には、それら第１剤と第２剤とを混合し
て毛髪に塗布する２剤型の酸化染毛用品が広く利用されてきた。
【０００４】
　この酸化染毛用品を毛髪に塗布すると、上記の脱色が行われるとともに、染毛も行われ
る。つまり、第１剤に含まれる無色低分子の酸化染料中間体が毛髪中に浸透し、その酸化
染料中間体が、酸化剤の作用により酸化重合して色素を生成することにより、毛髪は染着
される。
【０００５】
　この染毛用品は要望に応じた種々の色調に毛髪を染毛することができるという特長を有
する。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　しかし、上記脱色用品及び染毛用品は、アルカリ剤や酸化剤の作用により、脱色力や染
毛力を得るものであるため、充分な脱色力または染毛力を奏するためには、アルカリ剤ま
たは酸化剤の配合量を増やすことが必要であり、その場合には、アルカリ剤または酸化剤
による皮膚刺激及び毛髪へのダメージ増加、刺激臭の発生などの問題が生じていた。
【０００７】
　本発明は以上の点に鑑みなされたものであり、脱色力または染毛力に優れ、毛髪の良好
な感触を得ることができ、更に、刺激臭が生じない脱色用品、及び染毛用品を提供するこ
とを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
　そこで、本発明者らは鋭意検討した結果、ＨＬＢがそれぞれ所定の範囲内にある非イオ
ン界面活性剤、高級アルコール、及びアルカリ剤を配合することにより、本発明を完成さ
せた。
　本発明の脱色用品は、脱色剤である第１剤と、酸化剤である第２剤とを備え、使用時に
前記第１剤及び前記第２剤が混合される脱色用品であって、前記第１剤は、非イオン界面
活性剤であるＡ成分と、非イオン界面活性剤であるＢ成分と、高級アルコールであるＣ成
分と、アルカリ剤であるＤ成分と、を含有し、前記Ａ成分は、Ｇｒｉｆｆｉｎの式から算
出されるＨＬＢが、３以上９以下の範囲にあり、かつ炭素数１２～２２のアルキル鎖を有
するポリオキシエチレンアルキルエーテルであり、前記Ｂ成分は、Ｇｒｉｆｆｉｎの式か
ら算出されるＨＬＢが、９より大きい範囲にあり、かつ炭素数１２～２２のアルキル鎖を
有するポリオキシエチレンアルキルエーテルであり、前記Ａ成分の配合量に対する前記Ｂ
成分の配合量の比率が、０．０５～０．５の範囲にあり、前記Ａ成分の配合量と前記Ｂ成
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分の配合量との合計が、前記第１剤全体に対して、１～１２重量％の範囲にあり、剤型が
、クリーム状、液状、又はジェリー状とされ、前記第２剤は、前記酸化剤である過酸化水
素を含有することを特徴とする脱色用品を要旨とする。
　また、本発明の染毛用品は、染毛剤である第１剤と、酸化剤である第２剤とを備え、使
用時に前記第１剤及び前記第２剤が混合される染毛用品であって、前記第１剤は、染料と
、非イオン界面活性剤であるＡ成分と、非イオン界面活性剤であるＢ成分と、高級アルコ
ールであるＣ成分と、アルカリ剤であるＤ成分と、を含有し、前記Ａ成分は、Ｇｒｉｆｆ
ｉｎの式から算出されるＨＬＢが、３以上９以下の範囲にあり、かつ炭素数１２～２２の
アルキル鎖を有するポリオキシエチレンアルキルエーテルであり、前記Ｂ成分は、Ｇｒｉ
ｆｆｉｎの式から算出されるＨＬＢが、９より大きい範囲にあり、かつ炭素数１２～２２
のアルキル鎖を有するポリオキシエチレンアルキルエーテルであり、前記Ａ成分の配合量
に対する前記Ｂ成分の配合量の比率が、０．０５～０．５の範囲にあり、前記Ａ成分の配
合量と前記Ｂ成分の配合量との合計が、前記第１剤全体に対して、１～１２重量％の範囲
にあり、剤型が、クリーム状、液状、又はジェリー状とされ、前記第２剤は、前記酸化剤
である過酸化水素を含有することを特徴とする染毛用品を要旨とする。
【０００９】
　以下、本発明の脱色用品及び染毛用品について、更に詳細に説明する。
　本発明の脱色用品及び染毛用品において、上記第１剤は、上記のようなＡ成分、Ｂ成分
、Ｃ成分、及びＤ成分を含有するとともに、Ａ成分とＢ成分は、ＨＬＢが上記範囲にあり
、かつ炭素数１２～２２のアルキル鎖を有するポリオキシエチレンアルキルエーテルであ
り、更に、Ａ成分の配合量とＢ成分の配合量（重量％濃度）との比率が、上記範囲内にあ
ることによって、脱色力や染毛力に優れ、脱色または染毛後（プレーンリンス時、および
ドライ後）の毛髪の感触が良好で、例えば、継続的に脱色または染毛を繰り返しても毛髪
の感触が良好であるという特長を有する。
【００１０】
　従って、前記Ａ成分のＨＬＢと前記Ｂ成分のＨＬＢとの両方が３以上９以下の範囲にあ
る場合（本発明の範囲外である場合）には、脱色効果や染毛効果は高いが、毛髪の感触は
悪くなり、Ａ成分のＨＬＢとＢ成分のＨＬＢとの両方が、９より大きい範囲にある場合（
本発明の範囲外である場合）には、毛髪の感触は良好であるが、脱色効果や染毛効果が低
くなる。
【００１１】
　また、Ａ成分の配合量に対するＢ成分の配合量（重量％濃度）の比率（Ｂ／Ａ）が０．
０５より小さい場合には、脱色効果や染毛効果は高いが、毛髪の感触は悪くなり、Ａ成分
の配合量に対するＢ成分の配合量（重量％濃度）の比率（Ｂ／Ａ）が０．５より大きい場
合には、毛髪の感触は良好であるが、脱色効果や染毛効果が低くなる。
【００１２】
　更に、本発明の脱色用品及び染毛用品における第１剤は、Ａ成分の配合量と前記Ｂ成分
の配合量との合計が１～１２重量％の範囲にあることにより、脱色力や染毛力に優れ、脱
色または染毛後（プレーンリンス時、およびドライ後）の毛髪の感触が良好で、例えば、
継続的に脱色または染毛を繰り返しても毛髪の感触が良好であるという特長を有する。特
に、Ａ成分の配合量とＢ成分の配合量との合計が、第１剤全体に対して、２～８重量％の
範囲にある場合には、脱色や染毛後の毛髪の感触、及び、脱色力や染毛力において一層優
れている。
【００１３】
　尚、本発明の脱色用品を使用する場合には、例えば、上述の第１剤と、酸化剤を含有す
る第２剤とを混合し、毛髪に塗布することによって行う。
　この場合、この第１剤が含有するアルカリ剤によって、第２剤が含有する酸化剤からの
酸素の発生が促進され、その酸素が毛髪のメラニン色素を分解することにより脱色が進行
する。
【００１４】
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　また、本発明の染毛用品を使用する場合には、染料（例えば、酸化染料中間体）を含有
する上述の第１剤と、酸化剤を含有する第２剤とを混合し、毛髪に塗布することによって
行う。
　この場合、上記の脱色が行われるとともに、この第１剤に含まれる染料により（例えば
、酸化染料中間体が毛髪中に浸透し、酸化剤の作用により酸化重合して色素を生成するこ
とにより）、毛髪は染着される。
【００１５】
　・前記ＨＬＢ（ｈｙｄｒｏｐｈｉｌｅ－ｌｉｐｏｐｈｉｌｅ　ｂａｌａｎｃｅ）はＧｒ
ｉｆｆｉｎの式から算出されるものである。
　・前記Ａ成分の配合量に対する前記Ｂ成分の配合量の比率は、脱色力や染毛力の面から
、０．０８～０．４の範囲にあることが特に望ましい。
【００１６】
　・前記Ｃ成分としては、例えば、ラウリルアルコール、ミリスチルアルコール、セチル
アルコール、ステアリルアルコール、セトステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、
イソステアリルアルコール、オレイルアルコール、２－ヘキシルデカノール、２－オクチ
ルドデカノールなどが挙げられる。その配合量は、例えば、０．１～２０重量％、好まし
くは１～１５重量％である。
【００１７】
　・前記Ｃ成分として、炭素数１６以下の高級アルコール（例えば炭素数１２～１６の高
級アルコール）と、炭素数が１６を越える高級アルコール（例えば炭素数１７～２２の高
級アルコール）とを、前者の配合量に対する後者の配合量の比率が、０．５～５の範囲（
特に好ましくは１～５）になるように配合すると、一層良好な脱色力や染毛力を得ること
ができる。
【００１８】
　上記炭素数１６以下の高級アルコールとしては、例えば、ラウリルアルコール、ミリス
チルアルコール、セチルアルコール、２－ヘキシルデカノール等が挙げられる。
　上記炭素数１６を越える高級アルコールとしては、例えば、ステアリルアルコール、ベ
ヘニルアルコール、イソステアリルアルコール、オレイルアルコール、２－オクチルデカ
ノール等が挙げられる。
【００１９】
　尚、セトステアリルアルコールはセチルアルコール（炭素数１６以下の高級アルコール
）とステアリルアルコール（炭素数１６を越える高級アルコール）の混合物であるので、
Ｃ成分としてセトステアリルアルコールを含む場合には、上記効果（炭素数１６以下の高
級アルコールと、炭素数が１６を越える高級アルコールとの組み合わせを配合する効果）
が得られる。
【００２０】
　・本発明の脱色用品及び染毛用品において、上記第１剤には、例えば、溶剤を配合する
ことができる。溶剤としては、例えば、エタノール、イソプロパノール、ベンジルアルコ
ール、ベンジルオキシエタノール、エチレングリコール、ジエチレングリコール、ポリエ
チレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ポリプロピレング
リコール、グリセリン、ジグリセリン、ポリグリセリン、イソプレングリコール、１、３
－ブチレングリコール、炭酸プロピレン、炭酸エチレン、アルキルピロリドン、ピロリド
ンカルボン酸及びその塩などがあり、その配合量は、０．１～１５重量％が望ましく、０
．１％未満であると、脱色力や染毛力が弱く、１５重量％を越えると、毛髪の感触が悪く
なる。
【００２１】
　・前記Ｄ成分としては、例えば、アンモニア、モノエタノールアミン、アミノメチルプ
ロパノール、モノイソプロパノールアミン、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化
カルシウム、炭酸アンモニウム及びその塩、リン酸アンモニウム及びその塩、塩化アンモ
ニウムなどが上げられる。毛髪のダメージを考慮すると、これらのアルカリ剤を１種もし
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くは２種以上組み合わせて配合し、第１剤のＰＨが６～１０の範囲となることが望ましい
。
【００２２】
　・本発明の脱色用品及び染毛用品において、第１剤には、必要に応じて、アニオン界面
活性剤、カチオン界面活性剤、両性界面活性剤等を使用することが可能である。
　また、カルボキシメチルセルロース、キサンタンガム、ポリアクリル酸及びその塩等の
増粘剤、シリコン、香料などを必要に応じて適宜、配合することができる。
【００２３】
　・本発明において、剤型は、クリーム状、液状、又はジェリー状とされ、これらは更に
エアゾール状などとされてもよいが、これらの中でもクリーム状が本発明の効果の点から
特に好ましい。
【００２４】
　・前記Ａ成分のポリオキシエチレンアルキルエーテルとしては、例えば、それらが含む
アルキル鎖が直鎖または分岐状のものがある。
【００２５】
　例えば、ポリオキシエチレン（以下ＰＯＥと略す）の付加モル数が２～５モルのＰＯＥ
セチルエーテル、２～５モルのＰＯＥステアリルエーテル、２～９モルのＰＯＥベヘニル
エーテル、２～５モルのＰＯＥオレイルエーテル、２～８モルのＰＯＥヘキシルデシルエ
ーテル、２～８モルのＰＯＥイソステアリルエーテル、２～８モルのＰＯＥオクチルドデ
シルエーテル、２～５モルのＰＯＥラウリルエーテルなどが挙げられ、アルキル鎖は分岐
状より直鎖が望ましく、さらに、炭素数が１８以上のものがブリーチ力、染毛力および感
触面で好適である。
【００２６】
　・前記Ｂ成分としては、例えば、以下のものが挙げられる。
【００２７】
　例えば、ＰＯＥの付加モル数が５モルを越えるＰＯＥセチルエーテル、ＰＯＥの付加モ
ル数が５モルを越えるＰＯＥステアリルエーテル、ＰＯＥの付加モル数が９モルを越える
ＰＯＥベヘニルエーテル、ＰＯＥの付加モル数が５モルを越えるＰＯＥオレイルエーテル
、ＰＯＥの付加モル数が５モルを越えるＰＯＥラウリルエーテル、ＰＯＥの付加モル数が
９モルを越えるＰＯＥヘキシルデシルエーテル、ＰＯＥの付加モル数が９モルを越えるＰ
ＯＥイソステアリルエーテル、ＰＯＥの付加モル数が９モルを越えるＰＯＥオクチルドデ
シルエーテルが挙げられる。
【００２８】
【００２９】
【００３０】
【００３１】
【００３２】
【００３３】
　本発明の脱色用品及び染毛用品において、第１剤は、Ｃ成分として炭素数１２～２２の
高級アルコールを含有することにより、脱色力や染毛力において一層優れている。
　・前記Ｃ成分として、炭素数１２～１６の高級アルコールと、炭素数が１７～２２の高
級アルコールとを、前者の配合量（重量％濃度）に対する後者の配合量の比率が、０．５
～５の範囲（特に好ましくは１～５の範囲）になるように配合すると、一層良好な脱色力
または染毛力を得ることができる。
【００３４】
【００３５】
　本発明の染毛用品の場合、第１剤は染料を含有しており、この第１剤は、酸化剤を含有
する第２剤と混合し、毛髪に塗布することによって、染料を毛髪に定着させ、染毛を行う
ことができるものである。
　前記染料としては、例えば、酸化染料中間体があり、その場合には、毛髪中に浸透した
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酸化染料中間体が、酸化剤の作用によって酸化重合して色素を生成し、その色素が毛髪に
定着することによって、染毛が行われる。
【００３６】
　・前記染料として使用できる酸化染料中間体としては、例えば、パラフェニレンジアミ
ン類、パラトルイレンジアミン類、アミノフェノール類、アミノニトロフェノール類、ジ
フェニルアミン類、ジアミノフェニルアミン類、Ｎ－フェニルフェニレンジアミン類、ジ
アミノピリジン類等及びそれらの塩類が挙げられる。その配合量は例えば、第１剤の全重
量に対して０．０１～１０重量％である。また、カップラーとして、ピロガロール、カテ
コール、メタフェニレンジアミン等を配合することができる。また、上記物質の他、「医
薬部外品原料規格」（薬事日報社、１９９１年６月発行）に収載されたものを用いること
ができる。更に、酸性染料も配合することができる。
【００３７】
　本発明の脱色用品は、上述のような第１剤が配合されたことにより、脱色力に優れると
ともに、脱色後の毛髪の感触が良好で、例えば、継続的に脱色を繰り返しても毛髪の感触
が良好であるという特長を有する。
【００３８】
　本発明の染毛用品は、上述のような第１剤が配合されたことにより、染毛力に優れると
ともに、染毛後の毛髪の感触が良好で、例えば、継続的に染毛を繰り返しても毛髪の感触
が良好であるという特長を有する。
【００３９】
【００４０】
　・本発明の脱色用品において、第２剤に配合される酸化剤としては、過酸化水素が利用
される。
　・本発明の脱色用品には、フェナセチン、ＥＤＴＡ等の安定剤、非イオン界面活性剤、
アニオン界面活性剤、カチオン界面活性剤、両性界面活性剤、カチオン化ポリマー、高級
アルコール、炭化水素、脂肪酸、ロウ類、油脂類、溶剤、酸、ｐＨ調整剤、香料などを必
要に応じて適宜、配合することができる。
【００４１】
　・使用時に前記第１剤と混合する前記第２剤の量（重量）は、例えば、前記第１剤の０
．５～３倍である。
【００４２】
　本発明の脱色用品においては、第１剤、酸化剤を含有する第２剤、及び過硫酸塩を含有
する第３剤とを混合し、毛髪に塗布することによって、脱色を行うものであってもよい。
【００４３】
　・前記過硫酸塩としては、例えば、過硫酸ナトリウム、過硫酸カリウム、過硫酸アンモ
ニウムが挙げられる。
　・使用時に前記第１剤と混合する前記第２剤の量（重量）は、例えば、前記第１剤の０
．５～３倍であり、また、使用時に前記第１剤と混合する前記第３剤の量（重量）は、例
えば、前記第１剤の０．１～１倍である。
【００４４】
【００４５】
　・本発明の染毛用品において、前記第１剤は、染料として、例えば、酸化染料中間体を
含有することができる。
【００４６】
　・本発明の染毛用品において、前記酸化剤としては、上述の脱色用品について例示した
ものが挙げられる。
　・本発明の染毛用品において、使用時に、前記第１剤と混合する前記第２剤の量（重量
）は、例えば、前記第１剤の０．５～２倍である。
【００４７】
　本発明の染毛用品においては、使用時には、第１剤、酸化剤を含有する第２剤、及び過
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硫酸塩を含有する第３剤とを混合し、毛髪に塗布することによって、染料を毛髪に定着さ
せ、染毛を行うものであってもよい。
【００４８】
　・前記過硫酸塩としては、例えば、上述の脱色用品について例示したものが挙げられる
。
　・使用時に前記第１剤と混合する前記第２剤の量（重量）は、例えば、前記第１剤の０
．５～２倍であり、また、使用時に前記第１剤と混合する前記第３剤の量（重量）は、例
えば、前記第１剤の０．１～１倍である。
【００４９】
【発明の実施の形態】
　以下に本発明の実施の形態を説明する。
　ａ）まず、実施例１～９及び比較例１～５について説明する。
（実施例１）
　表１に記載の各成分を、それぞれ対応する比率で混合して成る脱色剤（第１剤）と、表
２に記載の各成分を、それぞれ対応する比率で混合して成る酸化剤（第２剤）とをそれぞ
れ調製し、脱色剤と酸化剤とから構成される２剤式の脱色用品を製造した。
【００５０】
【表１】
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【００５１】
　尚、上記表１において、数値の単位は重量％であり、２８％アンモニア水の配合比であ
る適量とは、第１剤のｐＨが９．０となる量を意味する。
【００５２】
【表２】
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（実施例２）
　上記表１に記載の各成分を、それぞれ対応する比率で混合して成る脱色剤（第１剤）と
、前記実施例１の酸化剤と同一の組成から成る酸化剤（第２剤）とから構成される２剤式
の脱色用品を製造した。
【００５４】
（実施例３）
　上記表１に記載の各成分を、それぞれ対応する比率で混合して成る脱色剤（第１剤）と
、前記実施例１の酸化剤と同一の組成から成る酸化剤（第２剤）とから構成される２剤式
の脱色用品を製造した。
【００５５】
（実施例４）
　上記表１に記載の各成分を、それぞれ対応する比率で混合して成る脱色剤（第１剤）と
、前記実施例１の酸化剤と同一の組成から成る酸化剤（第２剤）とから構成される２剤式
の脱色用品を製造した。
【００５６】
（実施例５）
　上記表１に記載の各成分を、それぞれ対応する比率で混合して成る脱色剤（第１剤）と
、前記実施例１の酸化剤と同一の組成から成る酸化剤（第２剤）とから構成される２剤式
の脱色用品を製造した。
【００５７】
（実施例６）
　上記表１に記載の各成分を、それぞれ対応する比率で混合して成る脱色剤（第１剤）と
、前記実施例１の酸化剤と同一の組成から成る酸化剤（第２剤）とから構成される２剤式
の脱色用品を製造した。
【００５８】
（実施例７）
　上記表１に記載の各成分を、それぞれ対応する比率で混合して成る脱色剤（第１剤）と
、前記実施例１の酸化剤と同一の組成から成る酸化剤（第２剤）とから構成される２剤式
の脱色用品を製造した。
【００５９】
（実施例８）
　表３に記載の各成分を、それぞれ対応する比率で混合して成る染毛剤（第１剤）と、前
記実施例１の酸化剤と同一の組成から成る酸化剤（第２剤）とから構成される２剤式の染
毛用品を製造した。
【００６０】
　尚、染毛剤における２８％アンモニア水の配合量は、染毛剤のｐＨが９．２となる量と
する。
【００６１】
【表３】
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（実施例９）
　表４に記載の各成分を、それぞれ対応する比率で混合して成る脱色剤（第１剤）、酸化
剤（第２剤）、及び粉末活性化剤（第３剤）から構成される３剤式の脱色用品を製造した
。
【００６３】
【表４】



(12) JP 5647381 B2 2014.12.24

10

20

30

40【００６４】
（比較例１）
　表５に記載の各成分を、それぞれ対応する比率で混合して成る脱色剤（第１剤）、及び
、前記実施例１の酸化剤と同一の組成から成る酸化剤（第２剤）とから構成される２剤式
の脱色用品を製造した。尚、表５における数値の単位は重量％である。
【００６５】
【表５】
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【００６６】
（比較例２）
　上記表５に記載の各成分を、それぞれ対応する比率で混合して成る脱色剤（第１剤）と
、前記実施例１の酸化剤と同一の組成から成る酸化剤（第２剤）とから構成される２剤式
の脱色用品を製造した。
【００６７】
（比較例３）
　上記表５に記載の各成分を、それぞれ対応する比率で混合して成る脱色剤（第１剤）と
、前記実施例１の酸化剤と同一の組成から成る酸化剤（第２剤）とから構成される２剤式
の脱色用品を製造した。
【００６８】
（比較例４）
　上記表５に記載の各成分を、それぞれ対応する比率で混合して成る脱色剤（第１剤）と
、前記実施例１の酸化剤と同一の組成から成る酸化剤（第２剤）とから構成される２剤式
の脱色用品を製造した。
【００６９】
（比較例５）
　上記表５に記載の各成分を、それぞれ対応する比率で混合して成る脱色剤（第１剤）と
、前記実施例１の酸化剤と同一の組成から成る酸化剤（第２剤）とから構成される２剤式
の脱色用品を製造した。
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【００７０】
　尚、実施例１～９及び比較例１～５の脱色用品及び染毛用品の使用時（脱色剤又は染毛
剤と、第２剤（実施例９の場合は、更に第３剤）とを混合した時）におけるｐＨはいずれ
も８．８であった。
【００７１】
　ｂ）次に、実施例１～９の脱色用品、及び染毛用品の効果を説明する。
 (1)本実施例１～９の脱色用品、及び染毛用品は、Ａ成分、Ｂ成分、Ｃ成分、及びＤ成分
を含有するとともに、Ａ成分の配合量に対する前記Ｂ成分の配合量の比率が０．０５～０
．５の範囲にあり、また、Ａ成分の配合量とＢ成分の配合量との合計が、脱色剤または染
毛剤の全量に対して、１～１２重量％の範囲にあることによって、脱色力や染毛力に優れ
、脱色または染毛後の毛髪の感触が良好で、例えば、継続的に脱色または染毛を繰り返し
ても毛髪の感触が良好である。
【００７２】
 (2)これらの脱色用品、及び染毛用品は、Ｃ成分として、炭素数１２～１６の高級アルコ
ールと、炭素数が１７～２２の高級アルコールとを組み合わせて配合することにより、一
層良好な脱色力や染毛力を有している。
　中でも、実施例１、２、４～９の脱色剤、脱色用品、染毛剤、及び染毛用品では、炭素
数１２～１６の高級アルコールの配合量に対する炭素数１７～２２の高級アルコールの配
合量の比率が、０．５～５の範囲にあることによって、特に良好な脱色力や染毛力を有す
る。
【００７３】
　ｃ）次に、実施例１～７、及び９、比較例１～５の脱色剤及び脱色用品の効果を確認す
るために行った試験について説明する。
 (1)試験方法
　脱色剤と酸化剤（第２剤）とを重量比１：１で混合し、パネラーの毛髪に塗布した。そ
の後、室温で２０分間放置してから、４０℃の温湯で充分洗浄し、乾燥した。
【００７４】
　ただし、実施例９の脱色用品９については、脱色剤４０ｇ、酸化剤（第２剤）８０ｍｌ
、及び粉末活化剤（第３剤）３０ｇを混合して使用した。
 (2)評価方法
　脱色後の毛髪に対して、下記の基準で、脱色力（ブリーチ力）、毛髪の仕上がり（毛髪
の損傷、櫛通りの状態）を評価した。
【００７５】
　　　　（ブリーチ力）
　　　　　◎：全体に均一でムラのなく、非常にブリーチ力が強い。
　　　　　○：全体に均一でムラのなく、ブリーチ力が強い。
　　　　　△：全体にややムラで、ブリーチ力がやや弱い
　　　　　×：全体的にムラで、ブリーチ力が弱い
　　　　（毛髪の仕上がり）
　　　　　◎：毛髪の損傷が少なく、しなやかで非常に櫛通りがよい。
【００７６】
　　　　　○：毛髪の損傷が少なく、しなやかで櫛通りがよい
　　　　　△：毛髪がやや損傷し、ややしなやかさや櫛通りに劣る
　　　　　×：毛髪が損傷し、しなやかさや櫛通りが劣る。
　また、前記(1)における塗布作業及び放置時間中における刺激臭を、下記の基準で評価
した。
【００７７】
　　　　（刺激臭）
　　　　　◎：刺激臭がかなり少ない
　　　　　○：刺激臭がやや少ない
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　　　　　△：刺激臭がある
　　　　　×：刺激臭がかなり強い
 (3)評価結果
　結果を表６に示す。
【００７８】
【表６】

【００７９】
　上記表６に示す様に、実施例１～７及び９については、いずれの評価項目においても、
○又は◎の結果であった。
　一方、比較例１～５については、いずれの評価項目についても、△又は×の結果であっ
た。
【００８０】
　ｄ）次に、実施例８の染毛剤及び染毛用品の効果を確認するために行った試験について
説明する。
 (1)試験方法
　染毛剤と酸化剤（第２剤）とを重量比１：１で混合し、パネラーの毛髪に塗布した。そ
の後、室温で２０分間放置してから、４０℃の温湯で充分洗浄し、乾燥した。
【００８１】
 (2)評価方法
　染毛された毛髪の状態（染毛の均一性、損傷、櫛通り）、染毛施術中及び放置時間中に
おける刺激臭の程度を評価した。
 (3)評価結果
　染毛後の毛髪は、均一にムラなく染毛されており、また、毛髪の損傷が少なく、しなや
かで櫛通りにも優れ、更に、染毛施術中及び放置時間中において、刺激臭は非常に少なか
った。
【００８２】
　尚、本発明は上記の形態に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範
囲で種々の形態で実施することができる。
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